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1. はじめに

1.1 松戸市における道路標識の現状と課題 

松戸市には、市が管理する道路標識が市内全域に約 2,000 基の設置されております。 

道路標識は、道路の交通機能を十分に発揮させるうえで欠くことのできない施設で

あり、道路利用者にとって安心・安全な道路空間確保のために計画的な維持管理が必要

とされます。 

また、今後、経年的に老朽化した施設が急増することが予測され、それらを対策する

ことで市の財政に大きな負担となることが予想されます。 

そこで、これらの課題に対応するために本市で管理する道路標識を対象とした修繕

計画を策定しました。 

図 1.1 松戸市の道路標識施設数 

図 1.2 補修・更新施設数と費用の将来推移イメージ
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1.2 目的 

★施設の転倒、落下による道路利用者への被害を防ぎ、安心・安全を確保する 

老朽化した施設の転倒や、標識板の落下などによる第三者被害を未然に防ぐため、計

画的に対策を進め、道路利用者にとって安心・安全な道路空間を確保します。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

★計画的な維持管理によってトータルコストを縮減し、費用の平準化を図る 

 設置されている施設の規模に応じて損傷が軽微な段階で対策する「予防保全型」の

維持管理を計画的に実施し、施設の「長寿命化」を推進します。「予防保全型」の維

持管理は、従来の大きな損傷が現れた段階で対策する「事後保全型」と比較し、費用

の平準化しつつ維持管理に係るトータルコストの縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 対策費の将来推移イメージ 
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対象とする大型標識 

本市の大型標識には、「片持ち式(F型、逆L型等)」と「門型」があります。 

片持ち式（F 型)：経路案内標識

門型：道路情報提供装置等 

片持ち式（逆 L 型)：経路案内標識 

門型：高さ制限装置 

表 2.1 対象とする大型標識の施設数(平成30年度)

分類 想定される災害 施設数

片持ち式
F	型、逆L	型

テーパーポール

著名地点標識
経路案内標識
注意喚起標識

道路情報提供装置

69基

道路情報提供装置
高さ制限装置

6基

75基

対象とする大型標識の種類

腐食、老朽化などによる
支柱の転倒、標識板等の落下

門型

合計
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2.1 点検 

 大型標識の損傷状態を正確に把握するため、「点検」を継続的に実施します。 

 点検では、日常的に実施する「通常点検」と定期的に詳しく調査する「定期点検」を

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図2.3 点検の種類 

図 2.2 メンテナンスサイクル「点検」 
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 施設全体の健全性診断 

 施設全体の健全性評価は、「2.2.2 部材単位の健全性診断」を踏まえて、施設単位で

の総合的な健全性の診断を行います。これは、本市が保有する施設全体の状況を把握す

ることを目的とします。 

 

(1) 診断方法 

施設全体の健全性診断は、性能に影響を及ぼす主要部材に着目し、「2.2.2部材単位

の健全性診断」において最も低い健全性評価を「施設全体の健全性」とします。 

図2.7に施設全体の健全性診断の例を示します。 

 

例〉施設全体の健全性診断で評価Ⅳとなったケース(標識に「その他(バンド部等)」が無い場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.7 施設の健全性診断 



















23 







26 



27 























37 
 

 

 施設全体の健全性診断は、「3.2.2部材単位の健全性診断」を踏まえて、施設単位で

の総合的な健全性の診断を行います。これは、本市が保有する施設全体の状況を把握

することを目的とします。 

(1) 診断方法 

施設全体の健全性診断は、性能に影響を及ぼす主要部材に着目して、「3.2.2部材単

位の健全性診断」において最も低い健全性評価を「施設全体の健全性」とします。 

以下に施設全体の健全性診断の例を示します。 

 

例〉施設全体の健全性診断で評価Ⅳとなったケース（「その他(バンド部等)」が無い場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 3.7 施設の健全性診断の流れ 
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(2) 施設全体の健全性診断による評価 

施設全体の健全性診断は、「3.2.2部材単位の健全性診断」と同様に評価Ⅰ～Ⅳに分

類されます。健全性評価における第三者被害の有無や施設状態は表3.4のとおりとな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 3.4 施設の健全性評価 

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ 可能性がある 早急な修繕・更新が必要な状態

Ⅱ

施設の健全性評価 状態第三者被害の有無

可能性がない

可能性は少ない

損傷がない、または極軽微な劣化・損傷が生じている
状態

劣化・損傷が認められ継続的な監視、または対策が必
要な状態
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